
                                                

 

 

 

品川区子ども家庭センター設置に伴う保健センターの役割について 

 

1．品川区子ども家庭センター設置経緯 

令和６年４月の施行改正児童福祉法において、母子保健と児童福祉の両機能が一体的

に相談支援を行う機関として、区市町村に「こども家庭センター」の設置が努力義務化

された。 

これを受け、「品川区子ども家庭支援センター条例の一部改正」（文教委員会付託）に

付随し、各保健センターの施設内に子ども未来部の福祉職を配置し、母子保健と児童福

祉の両機能を連携した一体的な相談支援を行う。 

 

２．保健センターの位置づけ 

  これまで、保健センターでは、母子保健法に基づく「子育て世代包括支援センター」

として、妊娠期から子育て期までそれぞれの段階に対応した切れ目のない支援を実施し 

てきた。今後、改正児童福祉法にもとづくこども家庭センターについて、保健センター

は現行組織を維持しながら母子保健分野の実務を担うことで、保健センター施設内へ配

置される「地域子ども家庭支援センター」と連携した一体的な支援を推進していく。 

具体的には、これまで健康推進部内で使用していた相談支援記録等のシステムについ

て、情報共有をスムーズに行うため、国のガイドラインに沿った様式を導入するととも

に、各種母子保健事業を通じて支援が必要と判断された家庭に対しては、保健センター

の保健師や地域子ども家庭支援センターの専門職が連携することで、より迅速な対応を

実施する。 

 

３．スケジュール 

  令和７年４月より開始 

 

４．添付資料 

  参考資料：品川区子ども家庭センターの概要 

 

厚 生 委 員 会 資 料 

令 和 6 年 1 1 月 2 6 日 

健康推進部品川保健センター 




